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●
令
和
４
年
度
養
老
町

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
８
号
）

職
員
手
当
の
時
間

外
勤
務
手
当
が
補
正

計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
働
き

方
改
革
や
ノ
ー
残
業
デ
ー
な

ど
を
実
行
し
た
う
え
で
の
反

映
か
。

毎
週
水
曜
日
の
ノ

ー
残
業
デ
ー
の
実
施

や
、
毎
月
開
催
し
て
い
る
衛

生
委
員
会
に
て
、
職
員
の
残

業
時
間
や
体
調
管
理
な
ど
を

協
議
し
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
の
予
算
計
上
。

補
正
予
算
の
う
ち

光
熱
費
相
当
分
は
ど

れ
だ
け
か
。１
億
４
６
２
万
３

千
円
。

●
養
老
町
個
人
情
報
保
護

法
施
行
条
例
の
制
定

現
行
の
条
例
で
は

個
人
情
報
の
取
り
扱

い
に
あ
た
り
利
用
目
的
を
で

き
る
限
り
指
定
し
、
第
三
者

提
供
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
人

の
同
意
を
得
る
の
が
原
則
、

と
い
う
一
定
の
基
準
が
設
け

ら
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
改

正
で
ど
う
な
る
の
か
。

今
回
の
改
正
後
も

一
定
の
基
準
は
変
わ

ら
な
い
。

匿
名
加
工
情
報
の

規
定
の
取
り
扱
い
は

ど
う
な
る
か
。

本
町
で
は
匿
名
加

工
情
報
提
供
制
度
は

導
入
し
な
い
。

現
在
は
匿
名
加
工

情
報
を
導
入
し
な
い

が
、
動
向
に
よ
っ
て
は
今
後

導
入
す
る
方
向
性
も
や
む
を

得
な
い
と
い
う
理
解
か
。

現
在
は
導
入
の
予

定
は
な
い
が
、
仮
に

導
入
す
る
場
合
に
は
、
当
然

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど

を
実
施
し
て
、
是
非
を
諮
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

●
養
老
町
個
人
情
報
・
情

報
公
開
・
行
政
不
服
審

査
会
条
例
の
制
定

現
行
の
個
人
情
報

保
護
審
査
会
、
情
報

公
開
審
査
会
、
行
政
不
服
審

査
会
の
委
員
数
は
。

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
委

員
に
委
嘱
し
て
お
り
、

現
在
３
名
。

●
地
方
公
務
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例
の

制
定

養
老
町
定
数
条
例

の
改
正
に
よ
る
定
数

の
各
区
分
の
増
減
の
根
拠
は
。

ま
た
ト
ー
タ
ル

�名
の
減
の

理
由
は
。

幼
保
一
元
化
に
よ

る
こ
ど
も
園
へ
の
移

行
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
部

局
か
ら
町
長
部
局
へ
定
数
が

移
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
増

減
。

�人
減
の
理
由
は
、
業

務
に
支
障
が
な
い
形
で
、
会

計
年
度
任
用
職
員
な
ど
に
移

行
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
。

●
養
老
町
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

第

�条
た
だ
し
書

き
の
「
年
齢

�年
以

上
退
職
者
が
そ
の
者
を
採
用

し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相

当
日
を
経
過
し
た
も
の
で
あ

る
と
き
」
の
解
釈
は
。

現
条
例
で
は
、

�

歳
に
な
っ
た
日
の
年

度
末
が
退
職
日
と
な
る
が
、

改
正
後
に
定
年
が

�歳
に
引

き
上
げ
ら
れ
た
場
合
、

�歳

ま
で
待
た
ず
、
い
っ
た
ん
退

職
を
し
た
う
え
で
再
任
用
短

時
間
勤
務
が
可
能
と
な
る
な

ど
、

�歳
以
降
の
選
択
肢
の

幅
が
広
が
る
も
の
。

●
養
老
町
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
、
費
用
弁
償
及

び
期
末
手
当
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

今
回
の
改
正
は
民

間
企
業
と
比
較
し
て

ど
う
理
解
し
て
い
る
か
。

８
月
の
人
事
院
勧

告
に
基
づ
い
て
引
き

上
げ
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

民
間
給
与
と
の
比
較
に
よ
り
、

こ
の
よ
う
な
勧
告
が
な
さ
れ

た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

●
養
老
町
税
条
例
等
の
一

部
改
正

改
正
に
よ
る
町
税

へ
の
影
響
は
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

が
延
長
と
な
り
町
税

に
影
響
す
る
が
、
減
額
分
は

国
費
で
補
填
さ
れ
る
の
で
、

概
ね
町
へ
の
影
響
は
な
い
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

●
町
道
路
線
の
廃
止
及
び

変
更
並
び
に
認
定

今
回
の
町
道
路
線

の
変
更
に
よ
り
約
２

４
７
０
㎡
の
減
と
な
っ
て
い

る
が
、
交
付
税
へ
の
影
響
は

ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
。

約

�万
円
減
額
と

試
算
さ
れ
る
。

高
田
１
８
８
号
線

を
新
規
認
定
す
る
経

緯
は
。

周
辺
の
集
落
化
、

宅
地
造
成
が
進
み
一

般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
、
町
道

と
し
て
維
持
管
理
す
る
必
要

性
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
認

定
し
た
も
の
。

要
望
事
項

路
線
調
書
に
つ
い
て
、
東

海
環
状
自
動
車
道
関
係
と
一

般
関
係
な
ど
区
分
が
わ
か
る

よ
う
に
記
載
願
い
た
い
。

問 答答

問答

問

問

答

答

産産
業業
建建
設設
委委
員員
会会

へへ
のの
付付
託託
議議
案案

答 問

問

問答問

問

問問

問
総総
務務
民民

生生
委委

員員
会会
へへ

のの
付付
託託

議議
案案

答

答答

答

答

臨
時
会
・
定
例
会

委
員
会
報
告

審
議
結
果

議
員
定
数

一
般
質
問

交
流
会
報
告

子
ど
も
議
会
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●
令
和
４
年
度
養
老
町

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
７
号
）

臨
時
会
を
開
催
し

て
の
補
正
予
算
計
上

の
必
要
性
は
。

重
要
な
の
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
食
料
品
等
の

物
価
高
騰
の
影
響
を
今
受
け

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
に
即
応
す
る
た
め
切
れ

目
な
く
速
や
か
に
ス
ピ
ー
ド

感
を
も
っ
て
住
民
、
事
業
者

の
皆
さ
ん
に
支
援
す
る
こ
と

が
最
も
重
要
と
考
え
、
今
回

の
臨
時
議
会
で
上
程
し
た
。

支
援
事
業
に
該
当

し
な
い
世
帯
へ
の
対

応
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

国
の
方
針
は
困
窮

さ
れ
て
い
る
方
へ
の

支
援
が
原
則
で
あ
り
、
ま
さ

に
今
困
っ
て
み
え
る
方
に
い

ち
早
く
支
援
を
す
る
と
い
う

対
応
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

医
療
機
関
等
物
価

高
騰
対
策
支
援
事
業

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
振

り
分
け
る
の
か
。

対
象
者
は
、
町
内

に
事
業
所
が
あ
る
法

人
で
あ
り
、
対
象
期
間
は
令

和
４
年
４
月
分
か
ら
９
月
分

の
光
熱
費
等
を
対
象
と
し
、

前
年
同
期
と
比
較
し
て
光
熱

費
等
が
増
額
し
た
額
の
補
助

を
す
る
も
の
で
、
上
限
は
６

か
月
間
を
合
計
し
て

�万

円
。

商
工
振
興
費
の
各

種
補
助
は
、
養
老
Ｐ

ａ
ｙ
で
対
応
す
る
と
い
う
こ

と
だ
が
、
養
老
Ｐ
ａ
ｙ
が
使

え
な
い
よ
う
な
人
へ
の
対
応

は
。

今
年
度
計
画
し
て

い
る
カ
ー
ド
版
で
使

用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
検

討
し
て
い
る
。

消
費
活
性
化
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
普
及
支
援

事
業
に
つ
い
て
、
現
在
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
普
及
率
は
。

令
和
４
年
９
月

�

日
現
在
の
申
請
者
数

は
１
５
１
９
３
人
、
申
請
率

�・
５
％
。
交
付
者
数
は
１

１
９
０
５
人
、
交
付
率

�・

５
％
。

重
度
の
知
的
障
害
、

重
度
の
認
知
症
の
方

々
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
本
人
が
申
請
で
き
な
い

方
へ
の
対
応
は
。

申
請
か
受
け
取
り

時
に
基
本
来
庁
い
た

だ
い
て
い
る
が
、
ど
う
し
て

も
来
庁
で
き
な
い
事
情
の
方

は
、
ご
家
族
等
か
ら
聞
き
取

り
等
さ

せ
て
も
ら
い
な
が

ら
、
本
人
確
認
等
の
書
類
を

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

随
時
受
付
を
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
。

●
養
老
町
個
人
情
報
保
護

法
施
行
条
例
の
制
定

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
の
実
施
は
。

個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
法

に
お
い
て
条
例
に
定
め
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
事

項
、
お
よ
び
許
容
さ
れ
て
い

る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
で
、
現
在
の
個
人
情
報
保

護
条
例
の
水
準
を
維
持
す
る

内
容
で
あ
り
、
今
回
は
実
施

し
て
い
な
い
。

新
た
に
法
に
規
定
さ
れ
る

匿
名
加
工
情
報
は
、
特
定
の

個
人
を
容
易
に
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
加
工

し
て
い
る
と
は
い
え
、
本
人

の
同
意
を
得
ず
に
外
部
提
供

で
き
る
規
定
で
あ
り
、
国
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
軸

に
デ
ジ
タ
ル
化
を
強
引
に
進

め
、
国
の
成
長
戦
略
の
た
め

に
個
人
デ
ー
タ
の
利
活
用
を

推
進
し
て
い
る
た
め
、
本
条

例
に
は
反
対
す
る
。

新
個
人
情
報
保
護
法
に
よ

り
全
国
共
通
ル
ー
ル
に
一
元

化
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
は

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
す
る
と
い
う
こ
と
も
鑑
み
、

賛
成
す
る
。

●
養
老
町
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

定
年
延
長
に
伴
う

新
規
職
員
採
用
に
つ

い
て
の
考
え
方
は
。

若
い
職
員
の
育
成

を
図
る
た
め
定
期
的

に
新
規
採
用
し
て
い
く
。

●
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
の
選
任
同
意

選
任
理
由
は
。

地
域
に
お
い
て
責

任
あ
る
立
場
で
活
躍

さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た

経
験
を
踏
ま
え
適
任
で
あ
る

と
判
断
し
た
も
の
。

答

問答 令
和
４
年
第
２
回
臨
時

会
が

�月

�日
に
開
か
れ

た
。
補
正
予
算
１
件
の
議

案
に
つ
い
て
、
質
疑
討
論

を
経
て
原
案
の
と
お
り
可

決
し
た
。

答 問

問答

臨
時
会
の
主
な

質
疑
内
容

令
和

４
年
第

４
回
定
例
会
が

�月

�日
か
ら

�日
ま
で
の

９

日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
た
。

初
日
（

�日
）
は
、
冒
頭
に

川
地
町
長
の
所
信
表
明
が
あ
っ

た
。そ
の
後
、
専
決
処
分
の
報
告

２
件
が
あ
り
、
条
例
の
一
部
改

正
、
補
正
予
算
な
ど

�議
案
の

提
案
理
由
の
説
明
が
あ
っ
た
。

条
例
の
一
部
改
正
な
ど
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
常
任
委
員
会

に
付
託
し
、
補
正
予
算
に
つ
い

て
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付

託
し
た
。
ま
た
、
人
事
案
件

３

件
に
同
意
し
、
後
期
高
齢
者
医

療
会
計
広
域
連
合
議
会
議
員
の

選
挙
を
し
た
。

ま
た
、
議
員
発
議
に
よ
る
議

員
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正
を
可
決
し
た
。

２
日
目
（

�日
）
は
、

９
議

員
が
一
般
質
問
を
行
っ
た
。

最
終
日
（

�日
）
は
、
各
常

任
委
員
会
委
員
長
及
び
予
算
特

別
委
員
会
委
員
長
よ
り
、
付
託

さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
の
審
査

の
経
緯
と
結
果
の
報
告
後
、
採

決
を
行
っ
た
。
初
日
に
提
案
理

由
の
説
明
が
あ
っ
た

�議
案
に

つ
い
て
全
て
原
案
の
と
お
り
可

決
し
た
。

答 問

答

問

問問 答
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定
例
会
の

主
な

(総
括

)質
疑

内
容

反
対
討
論

賛
成
討
論

問

問

答

定
例
会

臨
時
会
・
定
例
会

委
員
会
報
告

審
議
結
果

議
員
定
数

一
般
質
問

交
流
会
報
告

子
ど
も
議
会

あれからどうなった・住民の声

答


